
                             平成２６年９月３０日 

福 祉 保 健 局 

指定障害者支援施設の行政処分について 

本日、都は、「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（障害者総合支援法）」

（平成１７年法律第１２３号。以下「法」という。）第５０条第１項及び同条第３項に基づき、指定

障害者支援施設等に対して以下の処分を行うことを決定しました。 

 

１ 事業者の名称・所在地 

⑴ 名 称 社会福祉法人田無の会 

理事長 田中 清 

⑵ 所在地 東京都西東京市向台町三丁目１番１１号 

２ 事業所名等 

⑴  名  称 たんぽぽ 

⑵  所 在 地 東京都西東京市向台町三丁目１番１１号 

⑶  サービスの種類 障害者支援施設（施設入所支援、生活介護）、短期入所 

⑷  開 設 年 月 日 平成１２年４月１日 

⑸  指 定 年 月 日  障害者支援施設：平成２３年４月１日 

             短 期 入 所：平成１８年１０月１日 

３ 処分内容 

  指定の一部の効力停止 

平成２６年１０月１日から平成２７年９月３０日まで（１２か月間）、新規利用者の受入れを

停止すること。   

４ 障害者総合支援法に基づく指定の一部の効力停止理由 

  ⑴ 指定障害福祉サービス事業者及び指定障害者支援施設等の設置者の責務違反 

   （法第５０条第１項第２号及び第３項（法第４２条第３項違反）該当） 

平成２５年９月３０日に都が行った指定の一部効力停止処分（以下「平成２５年度処分」と

いう。）の後においても、理事長等が、利用者の家族や従業者に対し、処分理由となった従業

者の利用者に対する暴行について、虐待に当たらない旨を主張しており、障害者虐待について

の誤った認識を改めておらず、未だに、利用者の人権の擁護、虐待の防止等のための取組が不

十分である（詳細は⑵①）。 

さらに、利用者に対して、正当な理由なく、サービスの提供を拒否しており（詳細は(2)③）、 

   これらのことから、障害者支援施設等として、障害者の人格を尊重して、障害者のため忠実に

職務を遂行していない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

（裏面へ続く） 

（問合せ先） 

・監査結果について 指導監査部指導第一課 川辺、星  

        直通 03-5320-4281 都庁内線 34-550､559 

・処分について   障害者施策推進部計画課 下川、原田 

直通 03-5320-4155 都庁内線 33-220、204 

・障害者支援施設  障害者施策推進部居住支援課 山縣、志村 

について     直通 03-5320-4150 都庁内線 33-260､296 



 ⑵ 事業者の運営基準違反 

（法第５０条第１項第４号及び第３項該当） 

①  利用者の人権の擁護、虐待の防止等のための取組が不十分 

当該施設は、平成２５年度処分において「利用者の人権の擁護、虐待の防止等のための取消

が不十分」が処分事由に挙げられていたにもかかわらず、下記アからウまでのとおり、未だに、

利用者の人権の擁護、虐待の防止等のための必要な体制の整備、従業者に対する研修等に十分

な措置を講じていなかった。 

ア 虐待を未然に防止するための体制の不備 

(ｱ) 運営規程等の内容が不十分 

当該施設の運営規程、平成２６年度事業計画書等において、人材育成等の体制整備な

ど具体的な措置の内容が定められておらず、平成２５年度及び平成２６年度事業計画書

に設置が定められている「人権擁護委員会」について、その構成員等が具体的に規定さ

れていない。 

(ｲ)  虐待防止の対策を進める内部組織（虐待防止責任者、人権擁護委員会等）の未整備 

管理者（施設長）が「虐待防止責任者」に就任しているものの、虐待防止マニュアル

に目を通しておらず、「虐待防止責任者」として機能していないほか、「人権擁護委員会」

は、平成２５年度処分以降、一度も開催されておらず機能していない。 

さらに、平成２５年度処分後に、法人が都に提出した報告書において設置するとして

いた「虐待防止委員会」が、未だに発足していない。 

 

イ 人権擁護、虐待防止等のための研修等が不十分 

事業計画書等に、人材育成について具体的な定めがなく、体系的な人材育成の見地から計

画的な研修を行っていないほか、平成２５年度処分の後においても、人権擁護、虐待防止等

のための研修への参加は、一部の従業者にとどまっている。 

また、平成２５年度処分の後においても、厚生労働省が発出した、障害者の虐待防止や権

利擁護に関する通知等を従業者に周知せず、虐待防止マニュアルについても、平成２６年７

月に従業者に配布したのみで、その内容について周知徹底を図っていない。 

 

ウ 虐待が疑われる事案に対する対応が不適切 

平成２６年４月１５日に「たんぽぽ」従業者の利用者に対する暴言等について、都に通報

があり、都が施設において聞き取り調査を実施したにもかかわらず、理事長等が、暴言等を

行った従業者から聞き取りを行っただけで、上記ア、(ｲ)のとおり、人権擁護委員会又は虐

待防止員会を開催せず、施設として組織的に事実の検証を行わなかった。 

また、理事長等が、「誤った虐待通報は通報された者の人権を侵害する」などと、速やか

な通報を義務付けた障害者虐待防止法の趣旨に反する発言を行っている。 

 

② 管理者による管理等が不十分 

平成２５年度処分において、管理者、統括、統括代理、常務理事の権限及び責任が不明確で

あり、従業者及び業務の管理等について管理者による一元的管理が行われていないことが指摘

されていたにも関わらず、以下のとおり改善されていない。 

ア 管理者の管理者権限や管理者責任が不明確 

当該事業所は、管理者のほかに、理事長が「統括」及び理事１名が「統括代理」との役職

に就任していることから、管理者の権限や責任が不明確になっている。 



当該法人は、「統括」の役職を平成２６年３月に実質的に廃止したと、都に報告している

が、従前どおり「統括」及び「統括代理」との役職が存続している。 

イ 管理者の関与のない物品の発注 

理事長及び常務理事が、管理者（施設長）の関与なく、物品を発注している。 

ウ 管理者の関与のない事業報告書及び決算案の作成 

       管理者の専決事項である施設の事業報告書及び決算案の作成について、管理者（施設長）

が関与していない。 

 

 ③正当な理由のないサービスの提供拒否等 

ア 正当な理由のないサービスの提供拒否 

指定障害者支援施設は、正当な理由なく、施設障害福祉サービスの提供を拒んではならな

いにもかかわらず、平成２４年２月１日から平成２７年１月３１日までの利用契約を締結し

ている利用者に対して、正当な理由なく、サービス提供を拒否し続けている。 

イ 不当な費用の徴収 

当該利用者に対して、サービス提供を拒否している期間においても、当該利用者から「お

やつ代」、「テレビほか電気代」を徴収しており、当該利用者から徴収した金銭の返還請求が

あったにもかかわらず、返還していない。 

 

 ５ 改善措置について 

   平成２５年度処分における処分事由の多くが改善されず、本件処分に至った事実は重大であり、理

事長等の責任を明確にした上で、早急に組織・管理体制の見直しを図り、処分事由にある法令等違反

状態を改めるとともに、施設運営及び利用者支援等について必要な改善措置を講じ、都に報告をする

よう指示している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

関係法令は 
別紙参照 



                                        別紙 

＜関係法令＞ 

○障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成１７年法律第１２３号） 

（定義）  

第５条（-略-） 

 ２～６（-略-） 

 ７ この法律において「生活介護」とは、常時介護を要する障害者として厚生労働省令で定める者につ

き、主として昼間において、障害者支援施設その他の厚生労働省令で定める施設において行われる入

浴、排せつ又は食事の介護、創作的活動又は生産活動の機会の提供その他の厚生労働省令で定める便

宜を供与することをいう。 

 ８ この法律において「短期入所」とは、居宅においてその介護を行う者の疾病その他の理由により、

障害者支援施設その他の厚生労働省令で定める施設への短期間の入所を必要とする障害者等につき、

当該施設に短期間の入所をさせ、入浴、排せつ又は食事の介護その他の厚生労働省令で定める便宜を

供与することをいう。 

 ９～１０（-略-） 

 １１ この法律において「施設入所支援」とは、その施設に入所する障害者につき、主として夜間にお

いて、入浴、排せつ又は食事の介護その他の厚生労働省令で定める便宜を供与することをいう。 

 １２ この法律において「障害者支援施設」とは、障害者につき、施設入所支援を行うとともに、施設

入所支援以外の施設障害福祉サービスを行う施設（のぞみの園及び第一項の厚生労働省令で定める施

設を除く。）をいう。 

 １３～２７（-略-） 

（指定障害福祉サービス事業者及び指定障害者支援施設等の設置者の責務） 

第４２条（-略‐） 

 ２（-略-） 

 ３ 指定事業者等は、障害者等の人格を尊重するとともに、この法律又はこの法律に基づく命令を遵守

し、障害者等のため忠実にその職務を遂行しなければならない。 

（指定の取消し等） 

第５０条 都道府県知事は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該指定障害福祉サービス

事業者に係る第二十九条第一項の指定を取り消し、又は期間を定めてその指定の全部若しくは一部の

効力を停止することができる。 

  一（-略-） 

  二 指定障害福祉サービス事業者が、第四十二条第三項の規定に違反したと認められるとき。 

  三（-略-） 

  四 指定障害福祉サービス事業者が、第四十三条第二項の都道府県の条例で定める指定障害福祉サー

ビスの事業の設備及び運営に関する基準に従って適正な指定障害福祉サービスの事業の運営をす

ることができなくなったとき。 

  五～十二（-略-） 

 ２（-略-） 

 ３ 前二項の規定は、指定障害者支援施設について準用する。この場合において、必要な技術的読替え

は、政令で定める。 

 



○東京都指定障害者支援施設の人員、設備及び運営の基準に関する条例（平成２４年東京都条例第１３６ 

号） 

（指定障害者支援施設の一般原則）  

第３条（-略-） 

 ２（-略-） 

 ３  指定障害者支援施設は、利用者の人権の擁護、虐待の防止等のため、責任者の設置その他の必要

な体制の整備を行うとともに、従業者に対し、研修の実施その他の必要な措置を講じるよう努めなけ

ればならない。 

（管理者による管理等）  

第１０条（-略-） 

 ２（-略-）  

 ３ 管理者は、当該指定障害者支援施設の従業者及び業務の管理その他の管理を一元的に行わなければ

ならない。 

 ４・５（-略-） 

（提供拒否の禁止） 

第１６条 指定障害者支援施設は、正当な理由なく、施設障害福祉サービスの提供を拒んではならない。 

（支給決定障害者に求めることのできる金銭の支払の範囲等） 

第２５条 指定障害者支援施設は、支給決定障害者に対して金銭の支払を求めることができる。ただし、

当該金銭の使途が利用者の便益を直接向上させるものであり、かつ、支払を求めることが適当である場

合に限るものとする。 

 ２（-略-） 

（利用者負担額等の受領） 

第２６条 （-略-） 

２ （-略-） 

３ 指定障害者支援施設は、前二項に定める場合において支給決定障害者から支払を受ける額のほか、 

施設障害福祉サービスにおいて提供される便宜に要する費用のうち、規則で定める費用の額の支払 

を支給決定障害者から受けることができる。 

４・５（-略-） 

 

○東京都指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営の基準に関する条例（平成２４年東京都条

例第１５５号） 

（指定障害福祉サービス事業者の一般原則） 

第３条（-略-） 

 ２（-略-） 

 ３ 指定障害福祉サービス事業者は、利用者の人権の擁護、虐待の防止等のため、責任者の設置その他

の必要な体制の整備を行うとともに、従業者に対し、研修の実施その他の必要な措置を講じるよう努

めなければならない。 

（管理者の責務等） 

第５３条 管理者は、当該指定療養介護事業所の従業者及び業務の管理その他の管理を一元的に行わなけ

ればならない。 

 ２・３（-略-） 

（準用） 

第１０８条 …第５３条…の規定は、指定短期入所の事業について準用する。（-略-） 



○障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律（平成２３年法律７９号） 

（障害者福祉施設従事者等による障害者虐待に係る通報等） 

第１６条 障害者福祉施設従事者等による障害者虐待を受けたと思われる障害者を発見した者は、速やか

に、これを市町村に通報しなければならない。 


